
 

 
 

地
産
地
消
の
推
進
に 

積
極
的
な
事
業
所
を
募
集
し
ま
す
。 応援事業所になると・・・ 

●社員等の皆さんが、 

食や農への理解を高め、健全で豊かな食生活 

●県産農林水産物を使うことで、 

 需要が拡大し、かがわの農業が元気になる 

●県のホームページ等で公表することで、 

社会貢献として、事業所のイメージアップ 

●事業所が地産地消に参加することで、 

 連携が広まり、新たな商品やサービスに 

かがわ地産地消応援事業所 検 索 



＜かがわ地産地消応援事業所認定制度＞ 

           
地産地消の推進に積極的な事業所を募集します。 

「かがわ地産地消応援事業所」として認定することにより、事業所の自主的な取組みを支援します。 

 

 

県内に事業所があり、県内において事業活動を行う企業等 

（県内の企業、病院、社会福祉法人、大学等） 

 

 

社員等への「食」や「農」に関する情報発信等を行うとともに、各部門においては、次の取組みを実施すること

を条件とします。 

◆ 「弁当の日」部門 ・・・ 地産地消「弁当の日」の設定 

◆ 「社員食堂」部門 ・・・ 年間を通した県産農林水産物の利用 

（県産米、地産地消メニューの提供） 

利用者に対する県産農林水産物の情報発信 

（メニューでの県産表示） 

◆ 「給食施設」部門 ・・・「社員食堂」部門と同様  

 
 

・ 認定プレートを交付します。                                                        
・ 県ホームページ等で、事業所の取組みを紹介します。 
・ 活動をアピールするグッズを提供します。（のぼりなど） 
・ 名刺や印刷物などで、地産地消イメージキャラクター「讃太くん」を使用できます。 

 ・ 県産農産物に関する情報提供などを行います。 

 
 

① 申請書をかがわ地産地消運動推進会議へ提出（随時受付） 
② かがわ地産地消運動推進会議が審査して県へ提出 

  ③ 県が審査して認定プレートを申請者へ交付 
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制度の趣旨 

認定の対象 

認定の手続き・流れ 

申請 

認定の条件 

活 動 の 実 践 

活動支援 

審 査 

 
地産地消イメージ 

キャラクター「讃太くん」 

認定経費 

【申込み・問合せ先】 

かがわ地産地消運動推進会議・事務局 

〒780-8570 香川県高松市番町４丁目1 番1０号 香川県農政課内 

TEL：(０８７)８３２－３３９５ FAX：(０８７)８０６－０２０２ 

E-mail : nouki@pref.kagawa.lg.jp 

詳細は、香川県ホームページ「讃岐の食」（http://www.pref.kagawa.jp/nousei/santa/） 

募集要項・申請書等については上記ホームページから取得できます。 

 
地産地消「弁当の日」 

 

食堂での地産地消メニュー 

審査・認定 認定プレート 


